
第 14 回 美幌町選挙管理委員会会議結果（要旨） 

１ 開催日時   令和元年７月３日㈬ 午前９時 55 分～午前 10 時 32 分 

２ 開催場所   美幌町役場 

３ 出席委員   松本 光伸、早田 眞二、横山 直樹  

４ 議事内容   次のとおり 

議案番号 件名及び要旨 顛末 

議案第 68 号 

（非公開） 

選挙人名簿の登録について 

決定  新有権者 男性 23 人、女性 22 人、合計 45 人 

転入者  男性 59 人、女性 47 人、合計 106 人 

議案第 69 号 

（非公開） 

登録の抹消について 

決定  死亡された方 男性 39 人、女性 22 人、計 61 人 

 転出者    男性 58 人、女性 57 人、計 115 人 

名簿に登録された者 男性 8,140 人、女性 8,808 人、総数 16,948 人 

議案第 70 号 

（非公開） 

住所を有しなくなって４ヶ月を経過した者の選挙人名簿からの抹消につ

いて 決定 

男性 13 人、女性 13 人、計 26 人 

議案第 71 号 

期日前投票所の指定について 

決定  参議院議員通常選挙における期日前投票所を次のとおり指定する。 

場所 美幌町字東２条北２丁目 25 番地 役場議会議事棟地下１階 

議案第 72 号 

在外投票に係る期日前投票所の指定について 

決定 
 参議院議員通常選挙における在外選挙に係る期日前投票所を次のと

おり指定する。 

場所 美幌町字東２条北２丁目 25 番地 役場議会議事棟地下１階 

議案第 73 号 

不在者投票事務を取り扱う場所について 

決定 
参議院議員通常選挙における不在者投票事務を取り扱う場所を次の

とおり指定する。 

場所 美幌町字東２条北２丁目 25 番地 役場議会議事棟地下１階 

議案第 74 条 

期日前帳票所における投票管理者及び同職務代理者の選任について 

決定 
 参議院議員通常選挙における期日前投票所における投票管理者及び

同職務代理者を次のとおり選任する。 

投票管理者 ２名、同職務代理者 ４名 

議案第 75 条 

期日前投票所における投票立会人の選任について 

決定  参議院議員通常選挙における投票立会人を次のとおり選任する。 

投票立会人 ４名 



議案番号 件名及び要旨 顛末 

議案第 76 条 

投票管理者及び同職務代理者の選任について 

決定 
 参議院議員通常選挙における開票管理者及び同職務代理者を次のと

おり選任する。 

投票管理者 16 名、同職務代理者 16 名 

議案第 77 条 

投票立会人の選任について 

決定  参議院議員通常選挙における投票立会人を次のとおり選任する。 

投票立会人 32 名 

議案第 78 条 

投票記載所の候補者氏名等掲示の掲載順序決定のくじを行う場所及び

日時について 

決定 
参議院議員通常選挙における投票記載所の候補者氏名等掲示の掲載

順序決定のくじを行う場所及び日時を次のとおりとする。 

場 所  美幌町役場議会議事棟地下１階 

日 時  令和元年７月４日 午後５時 30 分 

議案第 79 号 

開票の場所及び日時について（知事・道議） 

決定 

参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を次のとおりとする。 

場 所  美幌町字新町１丁目 37 番地の１ 

美幌町コミュニティセンター大集会室 

日 時  令和元年７月 21 日 午後９時 00 分から 

議案第 80 号 

開票管理者及び同職務代理者の選任について 

決定 参議院議員通常選挙における開票管理者及び同職務代理者を次のと

おり選任する。 

開票管理者 松本光伸  同職務代理者 早田眞二 

議案第 81 条 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

決定 

参議院議員通常選挙における開票立会人決定のくじを行う場所及び

日時を次のとおりとする。 

場 所  美幌町役場議会議事棟地下１階 

日 時  令和元年７月 18 日㈭ 午後５時 30 分 

議案第 82 号 

美幌町選挙事務取扱規程の一部改正について 

決定 

公職選挙法の一部を改正する法律により美幌町選挙事務取扱規程で

引用している条項が変更となることに伴う改正をおこなう。 

改正内容：第 55 条及び第 73 条中「第 62 条第８項」を「第 62 条第

９項」に改める。 

※非公開 ⑴ 法令等により非公開とされている場合 

⑵ 美幌町情報公開条例第 10 条各号に定める非公開情報に該当した場合 

⑶ 公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合  

【美幌町選挙管理委員会規程第 13 条】 


